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提案理由  

本市議会は、塚本路明議員に辞職を勧告する。  

これが本案を提出する理由である。  

  



塚本路明議員に対する辞職勧告決議  

 

議員は、市政に関する権限及び責務を深く自覚し、市民全体の奉仕者として

市民の信頼に値する高い倫理観を持ち、地方自治の本旨に従い、その使命の達

成に努めなければならない。また、議員として市民から負託を受けた立場と職

責を十分に認識し、良識をもって市民の模範となるよう行動しなければならな

い。  

塚本路明議員は、その職責と立場を十分に認識し、市民の模範となるよう行

動しなければならないにもかかわらず、自身の行動により、議会に対する市民

の信望を失墜させた。これを受けて議会は、これまで４度にわたり議員辞職勧

告決議を可決したところである。しかしながら、塚本路明議員が、いまだその

職にとどまっていることは誠に遺憾である。  

よって、議会は、良識を持った議会運営を図るため、塚本路明議員に辞職を

勧告する。  

以上、決議する。  
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八  千  代  市  議  会    


